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社 会 保 障 制 度 改 革の 方 向 性 と具 体 策
一 「世代間公平」と 「共助」崔柱とする持続可能性の高い社会保障制度一

○ 社会 保 障改革 につ いて は、昨年12月14日 の 閣議決 定(「 社会保 障改革の推

進 につ いて」)及び具体 的制度改革案 につ いての総 理か らの検討指示 を踏まえ、

同年12月27.日 に 「厚生 労働 省社会保 障検討本部」 を設 置 した。'.

O同 本部では、本部長で ある厚生労働大臣の下で改革案 を鋭意検討 してきた

が、今般、 「社会保障改革に関する集中検討会議」における議論のたたき台と

して、以下のとおり 「あるべき社会保障の姿と方向性」を取 りまとめた。

1社 会保障制度改革の経緯

○.わ が 国の社会保障制 度は、累次 に亘る見直 しが行わ れ 、今 日に至 って いる。

最近 にお いて も、社会構造 の変化 、経済 ・財政状況 、.少 子化幽・高齢化の進屋等,

に対応 す るため、社会保 障国民会議(平 成20年11月}、 安心社会実現会議 て平

成21年6'月)等 において 、今後 必要 とな る社会保障制 度の機能強化や改革等

に関す る提言が 行われ て きた。

09こ うした中で、近年では、年金 については支給開始年齢引き上げ、マクロ経

済スライ ドの導入等、医療 については高齢者医療制度の創設、医療費適正化の

総合的な推進等、介護 については介護保険制度の創設、予防重視型システムの

導入等、子育て については保育所の基盤整備等、各分野で様々な見直 レが行わ

れてきた。

『
○ 『も っと も、厳 しい財政事情 、今後の中長 期的な経済 見通 し、社会構造の急激

な 変化等 を踏 まえる と、それで もな お、社会保 障制 度の 安定性 と持続 可能性の

観 点か ら.さ らなる改革が必要で ある。

○ 本改革案は、こうした経緯や実情を継承 しつつ、昨年12月tと りまとめら

れた 「税 と社会保障の抜本改革調査会中間整理」及 び 「社会保障改革に関する

有識者検討会報告～安心と清力への社会保障ビジョン～」で示された考え方、

.これ までの集中検討会議での ヒア リング等における意見や討議を踏まえ、今後

の集 中検討会議における議論のたたき台として、厚生労働省としての基本的考

え方と個別分野の方向性を提示するものである。

○ な お、改革案の射程(想 定 時間軸)は 、基本的 に、ベ ビーブーム世代が高齢

期 を迎 え る2015年 か らその'5年 後 一 〇年後である2020年 、2025年 頃を念頭

.に置 いて いる。
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Il社 会保障制度改革が必要とされる背景

(現在の社会保障制度の骨格)

0現 在の社会保障制度は、以下のような考え方の組み合わせによって形成され

ている。

① 自ら働き、 自らの生活を支え、 自らの健康 は 自ら維持 する という 「自助」

を基本 とす ること。

② 生活や健康 の リスクを、国民間で分散 する 「共助」が補完すること。

③ 「自助」や 「共助」で は対応できな い困窮 に直面 して いる国民 に対 しては、
一定の受給要件の下で、公的扶助や社会福祉な どを 「公助」 として行 う。

○ .現 在の社会保障制度の骨格は,高 度経済成長期(1960年 ㌣1970年 代)に 形

づ くられた。そ の中核 となる考え方 は、国民皆保険 ・皆年金 に象徴 され る 「社

会保 険中心主義」であり、概ね以下のような点を前提としてきた。

① 正規雇鳳 終身雇用、完全雇用を前捷 とし、被用者は職域保険(厚 生年金、

健康保険)、 その他の者は地域保険(国 民健康保険等)に 加入。

② 右肩上が りの経済成長を前提とし、年金や医療等の給付水準の向上は、所

得水準の上昇 による保険料収入や税収の増加によって賄 うこと。

③ 核家族 ・専業主婦という標準世帯モデル、企業による手厚い福利厚生 地

、域や親族のつなが り等を念頭に置いた制度設計。・

④ 以上のような前提で運営されるわが国の社会保障制度は、結果的に、社会

保障支出の対GDP比 や国民負担率が先進諸国と比較 して低水準に維持。

(社会保障制度を取 り巻く状況の変化)

○ しか しながら、わが国の社会保障制度を取 り巻く状況は、以下のように大き

く変化 している。

① 雇用基盤の変化
・ 正規労働者中心の雇用前提等が変化し、非正規労働者が増大するなど、

就労形態が多様化。その結果として、国民健康保険及び国民年金第1号 被

保険者に占める被用者の割合が上昇。
・ 女性の就業率上昇に伴い、片働き世帯中心から共働き世帯中心へと変化。

今後、中長期的に労働力人口の減少が見込まれる中、女性、若年者、高齢

者の就業率、就業者数を上昇させていくことの必要性が高まる。

② 家族形態の変化
・ 親族 ・家族との同居の減少や未婚率の上昇による単身世帯(高 齢者のみ

世帯、高齢者単独世帯等)の 増加、及び今後の更なる増加の見込み。
・ 離婚率の増加に伴 うひとり親家庭の増加

。
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③ 地域 基 盤 の変化
・ 地域 における高齢化 の進展。 とくに、将来 における都市部の高齢化の加

速 化。

・ 人 ロ減少地域 、過疎 市町村の増加の進展。

④ 生 活 ・リス ク基盤の変 化

・ 若年 無 業者 、現役 世代の生活保護世帯、 自殺 者数の増加な ど{貧 困 ・格

差 問題 め深刻化。 「社 会的排除 問題」が顕在化 。

⑤ 企業 基盤 の変化
・ ・グ ローバル化 、大競 争時代 に伴 う企業の雇用慣 行、 ビジネ スモ デル等の

変 化。

○ こうした牽化が進展する中、少子高齢化の進行と経済成長の鈍化により、社

会保障給付 費の対GDP比 が急増。社会保障費用の多くが赤字国債で賄われ、

後世代 ・次世代の負担に回されているほか、社会保障制度 における高齢者に対

する給付が相対的に手厚 くな り、世代間の給付 と負担のアンバランスも著 しく

な っている。

○ この間、社会保障制度の事務やシステムに間違いはないという 「無謬性」を

前提 とした運営が、年金記録問題 に見 られるような様々な問題を発生 させ、社

会保障制度 に対する信頼性を棄損 し、その安定性 と持続可能性に関する懸念を
』高めて いる

。

○ また 、・そ う した事態が 、社会保 障制度 の運営 ・改 革を担 うべき公務 員 に対す ・

る国民 の信頼 を著 しく損ねて いる。',

(社会保障制度改革に取り組む際の留意点)

○ こう した現状の改善、直面する課題の解決に向けて、社会保障制度の改革に

取 り組むことが求められているが、その際、以下の点に留意する必要がある。

・ 男性世帯主が正社員 として安定 した雇用を保障される一方で長時間労働を

甘受、女性 は家計補助的な非正社員として不安定かつ相対的に不利な条件で

働 く・とい う 「従来型の世帯像 ・社会像」を見直 し、多 様な働き方べ多様な世

帯の在 り方、'多様な人生に対応できる社会、一人ひと り・が能力を発揮 し、「居

場所」 と 「出番」を確保 し得るよ うな社会 とすること。

・ 家族や地域の絆が弱まる中で、社会情勢の変化を踏まえた新しい形の地域

あ支え合いや コミュニテ ィの再生に寄与するような仕組みとすることb

・ 世代 間の公平性の確保 、貧困 ・格差問題の解 消 を通 じた社会的連帯 の保持、

共 助 の仕組み を基本 とす る国民相 互で責任 と負担 を分 か ち合 う仕組 み とする

こと。

・ 社会保 障制度 の運 営 ・運用が 、国、地方 自治 体、 コミ ュニテ ィ、事業主、

労働 者、NPO等 、 「新 しい公共」 を担 う多様 な主体、及び国民 自身が相互
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に係わ り合 う中で行われるよ うにする こと。

・ できる限 り蘭違 いが生 じないよ うな仕組み と運営を実現す ることに努める

一 方で、 間違 いが生 じる ことも想定 したチ ェ ック機能 、フェイルセーフ機能

を考 える こと(「 無謬性」を前提 と しな いこと)。

・ 雇用 を守 り、社会保 障を支え る主体 として、企業の責任を改めて位置づけ

る こと。

・ 社会保 障 ・税 に関わ る番号制度 の導入な ど、システム技術 を活用 し、国と

国民 との 間で 、新 しい行政実務 のあ リ方 を構築する こと。

・ 教育等の分野でも先進諸国と比較 して公的支出の対GDP比 が低水準であ

るが、国民の福祉向上、社会保障制度の維持可能性向上のためには、次世代

の育成が肝要であり、そのためには教育等の分野の公的支出を充実させると
'ともに

、効率的 ・効果的な教育支出のあり方を総合的に考えること。

・ 国の歳入 の約半分が公債 によ り賄われている現状 は、過去の歳出と歳入の

不均衡 の累積 による もので あ り、歳入歳 出構造の改革 が不可避である こと。

・ 』その ため にも、本格 的な人ロ減少社会を見通 し、社会イ ンフラの整備に関

して も、既 存イ ンフラの更新等 に重 点を置 き、PFl等 による民間資金の活

用等 にも取 ヲ綿むこと(社 弁保障関連イン7ラ の建殺等 においても同様〉。

・ 社会 保障 は次世代の人的資本の育成 や社会意識の醸成 等の点で教育施策と

関わ りが あ り、での他、社会的弱者 に配慮 した公共交通施策、税制、NPO・

自治会 ・消 防組織等の地域 コミュニテ ィ施策な ど、関連 する施策との連携の

.強化 によって、その機能が効果的 に発揮され ること。

○ 以上を換言すれば、国民の 目線に立ちつつ、国民の 自立を支え、安心 して生

活できる基盤を整備するという社会保障制度の原点に立ち返 り、その本源的機

能の復元 と強化を図ることが今回の改革案の狙いである。

○ 社会保障制 度が国民 に提供すべき 「安心」が 「共助」 によ って担保 され、同

時に国民相互 の 「公平性」が確保 される という、 「安心」 「共助」 「公平性」

の三位占体(ト ライアングル)が 重要である。

4



lll東 日本 大 震 災 を 踏 ま えた 新 た な課 題

(東日本大震災による新たな課題プ

O改 革案を検討 している最中に発生 した東 日本大震災は、その被害の広がりや

甚大 さか ら、今後の 日本の社会像 ・地域像や社会保障制度を考える上で、様々

な課題や問題を提起 した。

、○ 社 会 保 障(socialsecurity,s6curit6sociale,sozialeSicherheit)の

原 義 は 「社 会 の 安 全 ・安 心 」で あ り、そ の 意 味で も、東 目本 大震 災 か らの 復 旧 ・

復 興 は社 会 保 障 制 度 と も深 く関わ る 。

○ 東 日本大震災の被災地 においては喝保健医療 ・福祉サー ビスをは じめとする

各種の援護 ・支援を被災者に行き渡 らせるとともに、医療機関、社会福祉施設

等の社会イ ンフラを復旧させることが、社会保障制度の基本的機能φ復元とレ

て優先的に求め られている。

○ また、復興及び被災者の生活再建 という点からは、今後の雇用対策が最大の

ポイン トとなる。

0い ずれにしても、東 日本大震災の被災地において社会保障制度が有効 に機能

させることが急務であるとともに、今後の社会保障制度を考えるうえで、被災

地において どのような社会像r地 域像を実現 していくかということは、わが国

を再建 ・再生 していく上でも重要な課題である。

(震災後の社会保障制度改革)

0東 日本大震災によって、少子高齢化の進行、人口減少社会の到来、巨額の財

政赤字 といった、わが国社会が直画する課題は「一段と認識せざるを得ない状況

となうた。

○ 東 日本大震災による社会経済への大きなダメージは、社会保障制度の安定性

と持続可能性 にも影響を及ぼす。社会保障費用の後世代 ・次世代への負担の先

送 りはもはや許 されない。そ うした対応は社会保障制度の安定性と持続可能性

を弱める。

○ こうした状況下、社会保障制度改革と財政健全化を同時に実現することの重

要性は、む しろ高まっていると考えられる。

○ そのた め、社会保障制度改革 に 当た っては、これ まで以上 に、給付 の重点化、

選 択 と集 中、優先順位の 明確化が 求め られ る。
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○ 社会 保障の機能強化を図る場合 には、公に依存 し 「保護」 「救済」を求める

だ けでな く、共助を基本 に 「自立支援」 「予防」を軸 と して、積極 的に社会経

済を支 え る持続可能な制度 を構 築 して いくべきで ある。

(共助を重視 した社会保障の機能強化)

0東 日本大震災によって、改めて家庭や地域等のコミュニティの重要性を再認

識させ られている。被災地の復旧 ・復興のために重要であるばか りでな く、日

本の今後の社会像 ・地域像を模索するうえでも示唆と啓示に富んでいる。

0被 災地が私たちに示 して いる人 と人 とのつなが りを大切 にする姿、信頼や助

け合 いの精神 など、国民の 中に潜在的に存在する社会資本(ソ ーシャル ・キャ

ピタル)を 強化 し、人々の絆 やつなが りを再構築 し、新 しい地域(コ ミュニテ

ィ)の 再建 を進めて いくこ とは、復旧 ・復興における重要な課題である。

(被災地の再生が示す 「新たな地域社会モデル」)

○ 東 日本大震災の被災地は、高齢者をはじめとする災害弱者、要援護者も多く、

今後の復旧 ・復興において、高齢者のみ世帯、高齢者単身世帯も安心して生活

できる地域として再生 しぐ要援護者が地域で医療 ・介護サービス等に円滑にア

クセスできる基盤を構築 していくことが重要である。

○ ・避難地域 も広域 に及んで お り、国民全体の共助の問題と して考えで いく必妻

もある。

○ 社 会保障制度改革 にお いて も、 「共助」を軸 にした新たな参加保障'・包括的

支援の絵姿 を模索 し、 「新たな安心 して暮 らせる地域 社会1の モデルを示 して

い くこ とが求め られ る。

○ この ことは、将来の 目指すべ き 「安心社会」の姿を提示 すると同時に.今 回

の大震 災 を乗 り越え、 「新たな地域社会」を築きあげていくことにつなが るも

の と考 え る。
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lV社 会 保 障 制 度 改革 の 基本 的方 向性

○ 社会保障制度改革については、昨年12月 の有識者検討会報告が基本とする

3っ の理念(① 参加保障、②普遍主義、③安心に基づく活力)と5つ の原則(①

全世代対応型、②未来への投資、③分権的 ・多元的供給体制、④包括的支援、

⑤負担の先送 りを しない安定財源)を 踏まえ、必 要な社会保障の機能強化を着

実に進めることとし、以下にその基本的方向性を定める。

1.全 世 代 対 応 型 ・未 来 への 投 資

一 「世代間公平」を企図する社会保障制度一

く 考 え 方 〉 、'

0人 ロに占める高齢世代の割合が上昇するとともに、景気低迷、・デフレ、不安

定就労増加等によって現役世代の経済力が減退する中、現在の社会保障制度は

社会の構造変化や現役世代のリスクの高まりに十分対応 してきていない。

○ このため、現役世代は先行きに対する不安感と負担感を強めており、社会保

障制度への不信感も高まっている。

○ また、現役世代のみならず、現在の政策形成プロセスに影響を与えることが

できな い将来世代への社会保障費用の先送 りも行われており、世代間の公平を

図づていくことが喫緊の課題である。

○ こ'うしたことから、社会保障を社会の持続可能性の維持、未来への投資とし

て位置づけ、直接的な受益者である高齢世代のみならず、現役世代や将来世代

にも配意 した全世代対応型の社会保障制度への転換を進めな くてはな らない。

とりわけ、人々の相互連帯、 「共助」を基礎として、あらゆる世代が信頼感と

納得感を得ることができる社会保障制度を構築することが急務である。

Oな お.高 齢 者 への社会保 障給付 には、私 的扶養の代替 ・補 完や、・地域経済の

下支 え とい う側面がある ことに留 意す る必要があ る。

○ 改革 に当たって重要な点は次のとおりである。

・ 現役 世代 の就労 と社会参加 を支 援 しつつ、次世代 を育成 し、その力を高め

る こと。
・ 老若男女を問わず、雇用を中心に能力を形成 し、発揮する機会を躰げるこ

と。
・ 厚生年金、健康保険が適用されない非正規労働者の増加、社会保険の負担

を支える現 役世代の経済的基盤の弱体化などによる 「社会保険制度の揺らぎ」

を是正 し、今後 とも社会保障の中核 としての社会保険制度を維持 していくこ

と。(関 連施策は主に2(1)第1の セーフティネッ トの拡充強化)
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〈 施 策 の 方 向 性 〉

○ わが国の社会経済を取 り巻 く困難な状況、今後の人口減少社会の進展等を踏

まえ、以下の政策分野を中心に取組を強化し、世代を問わず一人ひとりが能力

を発揮 して積極的に社会 に参画でき、希望をもって将来を目指す ことができる

社会を構築する。

(1)雇 用 を通 じた参 加 保 障(一 人 ひ と りの 自立支 援)

0参 加保障 ・包括的支援の理念に基づき、若年者、女性及び高齢者を申心に「雇

用の拡大」と 「働きがいのある人間らしい仕事(デ ィーセン ト・ワーク)」 を

実現する。特に、全世代対応型の社会保障への転換φ観点から、 「現役世代の

基礎」であり 「将来の中核」でもある若者の 自立支援の強化に取 り組む。

・ ・若者非正規労働者 を減少 させ、若者を育てる社会づ くりによる、若者の

安 定的雇用 の確保
・ 女性の就業率のM字 カーブを解消 ずるための施策 を講 じ、女性の就業の

拡大.
・ 年齢 にかかわ りな く働き続 けることがで きる社会(生 涯現役社会)の 実

現 による、.高齢者の就労促進
・ 人々の就労を促進す るだけでな く、 「働 くことが報われ る こと」rデ ィ

ー セン ト ・ワーク」 を実現 させ る'馳

・ 非正規労働者への社会保険適用の拡大等による、安定 した現役生活の保

障機能を高める

(2)子 ど も ・子 育 て支 援 の強 化

○ 現在検討中の 「子ども ・子育て新システム」を実現 し、すべての子どもへの

良質な成育環境を保障 し、子ども ・子育てを社会全体で支援する。

・ 子 ども ・子育て施策の一元化、基礎 自治体 による」元実施

・ 社会全体 で費用 を負担するための包括交付金の導入

・ 幼保一体化、保育の量的拡大 ・多様な保育サ ー ビス充実 による待機児童

の解消

・ 妊娠 期か ら学齢期 まで切れ 目のない一貫 したサー ビス提供体制

○ 仕事 と子育ての両立支援、共働き型家族も含めた多様な世帯に対応した制度

設計など、現役世代の 「家族形成」を支援する。
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2・ 参加保障 ・包括的支援(全 ての人が参加できる社会)

一 「共 助」 をベ ースとした 「重層的な セ ーフテ ィネ ッ ト」 の構 築一

く 考 え 方 〉

○ 、「共 助 」の枠組の強化 によ り、社会の 分断や二極化 を もた らす貧困 ・格差や

そ の再 生産 を防止 ・解消 し、社会全体で 支え、支え られ る社 会保 障制度の構築、

人 々が 「居場 所」 と 「活躍 の場」 のあ る社会の構築を 目指す。

○ この ため 、共助 をべ一ス とした重層 的な セーフテ ィネ ッ トを確 立 し、社会保

障 めス プ リング ・ボー ドと しての機能 強化 を図る観点か ら、次の ような方向で

施 策 に取 り組 む。

・ 雇用 を軸 と した安心の 実現 、経済 と社会保障制度 の基 盤 を強化

・.第1の セ ー フテ ィネ ッ トの 丁皆 保 険 ・皆年金 体制 の揺 らぎ」を是正 し、社

会 保 険制 度の機能強化 ・

・ 失業 、・排 除等の課題 に対応 した トラ ンポ リン型の第2の セー フテ ィネッ ト

構 築

・ 最 後 の セー フテ ィネ ッ トとして の生活保護制度 の見直 し

〈 施 策 の 方 向 性 〉

(1)第 『1のセ ー フテ ィネ ッ トの 拡 充 強 化

一非正規労働者の増加等がもたらす 「社会保険の揺 らぎ」への対応一

〇 年金未加入 ・未納問題 に象徴され るように、皆保険 ・皆年金体制は必ず しも

盤石ではな く、むしろ 「社会保険の揺 らぎ」とも言える事態に直面する中、・こ

うした状況を是正し、社会保険の機能強化 ・効率化を図る。

・ 非正規労働者への社会保険の適用拡大

・ 保険者機能の強化を通 じた高齢者医療費増大等 に対応 した医療保険制

度 ・介護保険制度の持続性の確保
・ 生活習慣病予防や介護予防 ・重症化予防への保険者による取組強化 .

○ 職業や ライフスタイルに関係なくすべての人が同じ制度に加入し、所得が同.

じな ら同 じ保険料～同じ給付となる一元的所得比例年金の制度の構築に向け検

討する。

01そ のためには、社会保障 ・税に関わる番号制度の導入、税 と社会保険料を一

体徴収する機関としての歳入庁の創設などの環境整備が必要である。

○ 共助 二社会保険システムの揺 らぎを税負担によ り補完する低所得者対策を

講 じる。

・ 年金の最低保障機能の強化

・ 低所得者を対象とした医療、介護等の 自己負担、保険料の総合的軽減策1

の検討(社 会保障 ・税 に関わる番号制度の活用)
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・ 国民皆保険体制を安定的に維持 し、医療保険 ・介護保険制度の機能強化

を図るための、利用者負担 ・保険料負担両面における低所得者対策の強化

(2)第2め セ ー フ テ ィ ネ ッ トの 構 築

一 「トラ ンポ リン型社会」の構築一

〇 第1の セー フテ ィネ ッ トで は支え きれな い様 々な生活上の 困難を多重的 ・同

時 的 に抱 える個 人 ・家族 に対 して、個 々人の事情 に即 した横断的 ・継続的支援

を行 い㌧ 自立へ と導 く体制 を構築する(ア ウ トリーチ型 支援、NPO等 も含め

た様々な支援機 関を包含 した包括的なネ ッ トワーク型支援への展開)。 具体的

には、次 のよ うな施 策 に取 り組む。
・ 職業訓練 と訓練期間中の生活を支援 レ、訓練受講を容易 にするための給付

を行 う求職者支援制度の創設

・ パー ソナルサポー トサー ビス の推進 ・コーディネイ ト機能の強化

・ 生 活保 護受給者、住 宅手当受給者、母子家庭等 へ 「福祉か ら就労」の一貫

した支援

・ 「住 ま いのセーフテ ィネ ッ ト」の確立 ・強化の観点 か らの住宅支援施策の

検討

(3)最 後 の セ ー フテ ィネ ッ トの適 正化

0(1)、(2)を 通 じた 「包括的支援=共 助スキーム」の強化を踏 まえ、自

立 ・就業支援、子 どもの貧困連鎖 防止、不正受給対策の徹底等 、公助 と しての

生 活保 護制 度の見直 し等を行 う。

○ また、生活保護基準については、低所得の勤労世帯、満額の基礎年金水準等

との整合性 に関する指摘や、自立の助長を損なうことのない水準、体系になっ

ているかな ど様々な意見があることも踏まえ、客観的データに基づく専門的な

検証を行う。

(4)貧 困 ・格差を把握するための指標の作成

○ 社会保障が担 う 「ナシ ョナル ミニ マム」の確保のため、 「ナ シ ョナル ミニマ

ム」 の概念 に関する研究成果等 も踏まえつつ、各種貧困 ・格差指標を整理し、

定期 的 に把握 する。

3.普 遍 主 義 、 分権 的 ・多 元 的な サ ー ビス 供給 体制

一多様な主体の連携 ・協力による地域包括ケアシステムー

〈 考 え 方 〉

○ 機能分化や重層的に住民を支える医療 ・介護サービスのネッ トワークを構築

し、住み慣れた地域(日 常生活圏)で 必要な医療 ・介護サービスを継続的 ・一

体的に受けることのできる体制(地 域包括ケアシステム)づ くりを行 う。その

際、国民の納得 と満足が得 られるよう、質を担保 しながら効率的なサー ビス提

供を実現する。
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○ なお、震災 に よる危機を乗 り越え、社会 を再構築 して い くた めには、地域(コ

ミュニテ ィ)を 基 礎 に、人的 ・物 的資源 を選択 的 ・集 中的 に投下 し、機能強化

と効率化 を同時 実施 して い く必要が ある。 このため、被災地 の復興 に際 して、

新 たなr安 心 地域 モデル」を提示 レ 体制整備 を先駆 的 に実施 することを検討

す る。

〈 施 策 の 方 向 性 〉',

(1)安 心 で 良 質 な 医療 ・・介 護 の提 供 ネ ッ トワー ク

○ 急性期医療 に対する リソース(人 材、財源等γの集中投入を行 うことによっ

て機能分化を図 り、入院期間の短縮 ・早期社会復帰を可能にする体制を整備す

る。

○ 同時 に、 リハ ビ リ医療 ・慢性期医療 への機能分化め推進 、グループホ ームや

小規模多機能型居宅介護等の居住系サー ビスや在宅医療 ・介護の拡卑を積極的

に進 め、ケ アマネ ジメ'ントの機能強化 と相 まって、患者 ・要介 護者の状態 に即

した連続的で切れ 目のないサービス提供体制を拡充する。ζれ により、可能な

限 り住み慣れた地域 ・住まいで暮らし続 けられる地域包括ケアシステムを構築

する。

○ 医療機 関の機 能分化 とネ ッ トワーク化、医療 ・介護連携 な ど地域 にお けるサ
ー ビス連携 を強 化 し、シーム レスなサー ビス提供体制 を構 築す る。

○ 在宅サー ビスの充実 ・強化やサービ冬付き高齢者住宅等の居住系サー ビスの

整備な ど、要介護者の増加に対応 した介護サー ビスの量的拡充を図り、待機な

く必要なサー ビスを受けられる提供体制を整備する。

○ チーム医療の推進や人材確保に取 り組む。

(2)給 付 の 重 点 化 ・効 率化

○ 高度医療や高額かつ長期 にわたる医療への対応 と医療保険の担うべ き機能

の重点化 ・集中化、'軽症者への給付の予防効果があるサー ビスへの重点化に取

り組むとともに、ICTの 利活用、医師、看護師、介護職員などの各職種の役割

分担の見直 し等 により、規制改革にも取 り組みながら、サービスの質の向上 ・

効率化を:図る。

(3)住 宅 政 策

○ 「地域包 括ケ ア システム」は、① 医療、②介護、③ 予防、④生活支援、⑤住

宅 の5つ がポ イ ン トであ り、住宅政策 のあ り方につ いて も検討 する。
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○ 従来の供給量重視の住宅政策は国土交通省(旧 建設省)中 心で行われてきた

が、社会構造 ・人口構造の変化を踏まえたこれからの住宅政策は機能 ・質重視

.に転換する必要があり、サー ビス付き高齢者住宅など、社会保障的視点を重視

した体制 としていくことも検討課題。

4.安 心 に基 づ く活 カ

ー新成長戦略の実現による経済成長との好循環一

く 考 え 方 〉

○.医 療、介護、子ども ・子育て等、社会保障関連のサー ビス分野の雇用創出効

果は大きく、安心できるサービス提供による消費喚起、雇用情勢の改善等によ

り顕在化できる消費需要は大きい。'

0さ らには医療 ・介護分野 における各種イノベーシ ョンの推進 を通 じ、成長す

るア ジア市場 も含め、世界 の需要 を 日本のサプライチ ェー ンに取 り込ん でいく

ことな ど、需要面か らの成長 戦略 に寄与する余地が大きい。

○ また、若者、女性、高齢者等が就業 しやすい環境整備`能 力開発等を通 じた

人 的資本 の形成な ど、人材 と労働 力の供給面 において も、成長戦略に寄与する。

0こ うした需要面、.供給面双方の寄与による日本経済の成長は、.社会保険料収
入や税収の安定的確保を通 じた社会保障の機能強化にもつながる6

○ 社会保障給付の改善のみを追求し、日本の財政に対 し過大な負荷をかけ続け

ることも持続可能な社会保障につながらない。したがって、強い経済、強い財

政と挨 い社会保障が好循環を生んでいくことが重要である。

〈 施 策 の 方 向 性 〉

○ 新成長戦略に沿って医療イノベーションを推進する(医 薬品、医療機器、再

生医療、個別化医療等の各分野の検討を進める)。

○ 地域 で の雇用 に資する医療 ・介護 ・子 ども ・子育て支援分野での雇用拡大を

支援す る。

○ 就 労促 進策 による雇用 の拡 大 とデ ィーセ ン ト ・ワー クの実現等を 図ってい

く。

○ こ う した社 会保障改革 による 「安心の創造」を通 じて、安心できる社会を構

築 し、それ による消費の拡 大 ・下支えを実現する。
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V東 日本 大 震 災 の 復 興 に関 す る 提 言

0今 回の大震災では、医療機関、高齢者や障害者等のための福柾施設、保育所、

.学校をは じめとする子どもの関係施設な ど、・災害弱者のためのインフラも大き'

な被害を受 けて いる。今後の復興の過程で新たなまちづ くりを行 っていく中

で、行雌の縦割 りを排除して、こうした災害弱者のためのインフラは優先して

安全な場所 に造 っていくことが必要である。

O震 災前 の姿 を復 旧 ・復元 する ことに とどま らず、少子高齢化 が進 む これか ら

の 日本社 会の 先進 的モデル とな るよ うな 「新たな まちづ く り」 「新 たな社会保

障の ネ ッ トワー ク」を構 築 しな けれ ばな らな い。 「

○ その際 には 、'PFl等 によ り民間部 門の資金や!ウ ハ ウの活用 や、新たなプ ・

ロジェク トフ ァイナ ンススキームの活月 にチ ャレンジ し、必要な 公共サー ビス

をよ り良 く、 よ り効率 的 に提供する こ とにも留意すべきで ある。`

○ また、被 災地 の復 興に際 して、社会保 障改革 においてそ の確 立 が課題 となっ

てい る 「地域 包括 ケアシステ ム」(日 常生活 圏域内 にお いて 、医療 、介護、予

防、住 まいが切れ.目な く、継続 的かつ一体的 に提供 され る体制の 整備)を 被災

地域 の新た な ま ちづ くりの中に取 り込むな ど逼 「新たな安 心地域 モデル」を提

示 し、体制 整備 を 先駆的 に実施する ことを検 討する。

○ その際 、.医療 機 関のネ ッ トワーク、医療 ・介護連携、地域 間の 連携 につ いて

も、モデル ケ ース を創造する。.

○ 社会保障関係のインフラの再建、地域 コミュニティの再建を図っていく上で

は、自然エネルギ「の積極的導入、第1次 産業の再生 による雇用創出、復旧 ・

復興過程での震災対応分野での被災者の雇用創出、コンパク トシティの実現、

行政機関の庁舎等の再築時に地域のサー ビスの核となる拠点 を併設すること

など、複合的な政策を同時に追求 していくことが重要である。そのため、被災

地以外とは前提 となる社会条件が根本的 に異なることを踏まえた総合特区制

度等の活用や、東京一極に集中している様々な首都機能の分散の観点も視野に

入れて考えていくべきである。1

○ 高齢化や職業構造の多様化が進む中で、地域社会におけるニーズへの対応や

雇用の確保 ・.創出の観点から、{固人事業者の育成 ・事業承継、地域の実情に即

した コミュニテ ィ再建な ども目指 すべ きで ある。
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Vl個 別 分 野 に お け る 改 革 の 方 向 性'

○ 子 ども ・子育て支援、就労促進、医療 ・介護、年金、貧困 ・格差、等 の分野

ごとの改革 の方向性 は以下の通 り。

1.子 ど も ・子 育 て 支 援

○ す べての子 どもへの質の高 い幼児教育 ・保育を保障 し、子 ども ・子育てを社

会 全体で支援する。

コ 幼稚園 ・保育所の一体 化(こ ども園(仮 称)の 創設)、 保育サー ビスめ量

的拡大 ・多様 な保育サ 」 ビス充実 による待機児童の解消等

・0妊 娠 期か ら学齢期まで の切れ 目のな い一貫 したサー ビスを提供

○ 実施 主体は基礎 自治体(市 町村)と し、費用は社会全体(国 ・地方 ・事業主 ・

個 人)'で 負担する仕組み とす る。

2.就 労 促 進

(1)全 員参加型社会の実現(就 業率の向上)

○ 若者の安定的雇用を確保する。
・ 学校でのキャリア教育と産業 ・社会のニーズを踏まえた実践的な職業教

育の充実
・ 大卒者の正社員就職を支援する体制の構築

・ 非正規労働者となった若者へg継 続的なキャリア形成支援の仕組みの整

備 等..

○ 女性の就業を拡大する(女 性の就業率のM字 カーブの解消)。 ・
・ 仕事 と家庭の 両立支援 と保 育や放課後 児童 ク ラブな どサー ビス の充実

(子 ども ・子育て新 システム)を 車の両輪 として推進
・ 女性の就労を促進す るため、勤務時間や賃金 といった就労条件 ・就労環

境 の改善
・ 女性の就 労意欲を阻害 して いる税 ・社会保障制度の見直 し 等

○ 高齢者の就労を促進する。
・ 超高齢社会に適合 した雇用法制(高 年齢者雇用確保措置、雇用保険等)

の検討 等

(2)デ ィー セン ト ・ワーク.(働 きが いのある人間 らしい仕事)の 実現

○ 非正規労働者対策 を進め る。

・ 希望す る者ができる限 り正規労働者 にステ ップアップできるよ う支援

・ 非正規労働者が雇用形態 にかかわ らず公正な処遇 の下で働 けるよ う環境

整備
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・ 働 くことが 報われ る社会 、公正な見返 りを得 られ る社会づ く り 等

○ 労働者の健康 ・安全を確保する。

(3)人 々の就労を促進する政策(積 極的労働市場政策)の 充実のための体制整

備

3.`医 療 ・介 護

以下の施策につ いて、診療 ・介護報酬改定に適切 に盛 り込むとともに、医療 ・

介護サー ビス提供体制の基盤整備を図るための一括的な法整備を行 う。

(1)医 療提供体制の改革

0医 療の提供体制の効率化 ・・重点化と機能強化を図る。
・ 身近な地域で必要な医療が受けられるための医師確保 ・医師の偏在是正

・ 病院 ・病床の機能分化 ・機能強化(拠 点病院機能、救急医療機能等)

.・ 在宅医療 を支える病院、診療所等の計画的整備、連携拠点機能や連携パ

スの普及等 による在宅医療体制の強化
・・地 域での生活を支えるための認知症対策の強化、介護との連携も含めた

精神保健医療の改革
・・ 多職種の連携、役割分担の見直 しによるチーム医療の推進

(2)介 護サ」 ビス提供体制の改革 、

○ 介護サー ビスの提供体制の効率化 ・重点化と機能強化を図る。
・24時 間安心qサ ー ビス提供を可能 とする地域包括ケアシステムの確立

とケアマネージャーの資質向上等のケアマネジメン トの機能強化
・ 在宅サー ビスの充実 ・強化やサー ビス付き高齢者住宅等の居住系サービ

スの整備な ど、要介護者の増加に対応 した介護サー ビスの量的拡充を通じ

て、特別養護老人ホームの待機者解消を図る
・ 軽症者への予防事業、リハ ビリテーシ ョンの重点的提供等を通 じた介護

予防及び重症化予防への重点化
・ 介護職員等の人材確保 と資質向上のためのキャリアパスの整備、処遇改

善等

(3)保 険者機能の強化を通 じた医療保険 ・介護保険制度の改革

0医 療 ・介護サー ビスを支え国民皆保険制度を堅持するために、医療 ・介護

保険制度のセーフティ'ネッ ト機能の強化、給付の重点化を進める。・
・ 働き方にかかわ りなく同じセーフティネッ トを提供する観点か ら、非正

規労働者へめ被用者保険の適用拡大を図る
・ 市町村国保財政の広域化 と低所得者対策の強化

・ 高度医療や高額かつ長期にわたる医療への対応 と重点化

・ 保険者機能め強偉、高齢者医療費 ・介護費に係る高齢世代 と現役世代の

公平な負担
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○ 利用者 ・患者の視点 に立 って、規制 ・制度改革 に積極的 に取 り組む ととも

に、持続可能性 を確保する観点か らの保険給付の重点化 を行 う。

また、以 下のよ うな予防の推進、制度運営 に当た っての効率化 を図る。

・ 生活習慣病の予防、介護予防 ・重症化予防

・ レセプ ト電子化による審査支払事務の効率化等 、lCTの 利活用の推進、

介護 ロボ ッ トの開発
・ 後発医薬 品の更なる使用促進

・ 適正受診 の啓発 ・勧奨等、保険者機能の発揮

3-2.医 療 イ ノ ベ ー シ ョ.ン

○ 日本発 の革新的医薬品 ・医療機器の開発 と実用化を推進す る。
・
.日 本の 臨床研究の質 ・量の 向上(国 際水準の臨床研究を実施す る臨床研

究 中核 病院等の創設 、人材の育成 、lTの 活用等)

・ 個別重 点分野の研究開発支援(が ん、再生医療 、医療機器、個別化医療

等)

○ 臨斥研究の成果等を治験や承認につなげζための基盤整備等を推進する。
・`PMDAに よる日本発 のシーズを非臨床 ・臨床試験、治験、承認 を経て

実用化 にっな げるための実務的な相談支援(薬 事戦略相談)、 審査人員の

増員な どの体制強化等
・ 実用化 を見据えた レギ ュラ トリーザイエンス(※)の 推進

※ 科学技術の成果について、'人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確

な予測、評価、判断を行い、人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するた

・ めの科学

・ 保 険償 還価格の設定 における医療経済的な観点を踏 まえたイノベーシ ョ

ンの評価等 の さらなる検 討

○ 医療上必要な 医薬品 ・医療機器の患者への迅速な提供(ド ラッグ ・ラグ、

デバ イス ・ラグへの対応)を 進める。
'・ 「申請 ラグ」、 「審査 ラグ」短縮への取組等

4.年 金

(1)新 しい年金制度の骨格

Q1制 度が複雑で社会の変化への対応が難しく、職業間での格差もある現行の
年金制度を、今後は 「簡素で、公平で、分か りやすく、間違いの少ない」年

金制度にする必要がある。

0職 種を問わずすべての人が加入 し、所得が同 じな ら同 じ保険料、同 じ給付

となる 「所得比例年金」(社 会保険方式)を 基本とし、高齢期に最低限これ

だ けは受給できる額が明示された 「最低保障年金」(税 財源による補足給付)

を設けるという、新たな年金制度について検討する。
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(2)現 行制度の改善

○ 新 しい年金制度の導入には、国民的な合意が必要であるとともに、社会保

障 ・税に関わる番号制度の導入 ・走着や、歳入庁創設等、税 と社会保険料を
一体的に徴収する体制の構築などの環境整備が必要なことから

、一定の準備

期間が必要である。

○ したがって、新 しい年金制度の目指すべき方向性に沿って、現行制度につ

いて所要の改善 を図る。
・ 働き方 ・ライ'フコースの選択に影響を与えないよう

、厚生年金の適用拡

大や被用者年金の一元化などを図る。
・ 低年金 ・無 年金問題 に対応するため最低保障機能を強化するとともに

、

能力に応 じた負担を求めつつ、年金財政の持続可能性を確保するための制

度改善を行 う。
・ 公的年金制度を支える業務運営及びシステム について改善措置を講じ

る 。

5.貧 困 ・格 差

Or現 役世 代のセ ー フテ ィネ ッ ト」 の充実 を 図る。
・ 職業訓練 と訓練 期 間中の生活支援 を行 う 「求職者支援制度 」の創設、生

保 受給 者、住宅 手当受給者や母子 家庭 の母等 に対 し、 自治体 とハ ローワー

ク との協定 に基 づ く就 労支援 等

○ 地域の支え合 いの基盤となる体制を整備する。
・ 複合的な困難を抱える者の増加に対応 し、生活支援から就労支援まで伴

走型の一貫 した支援を実施

○ 「最後 のセー フテ ィネ ッ ト」で ある生活保 護の見直 しを実施す る(納 税者

の理 解の得 られる制 度 と しての生活保護制度)。

・
.稼得能 力を有 す る生活保 護受給者 向け 自立 ・就労支援メニ ュ ーの充実 と

支援強 化
・ 子 ど もの貧 困連 鎖の防止(養 育 ・進路 相談 、地域 での学習 支援な ど)』・
・ 不正受給 対策 の徹底(医 療扶助 の適正 化や 「貧困 ビジネス 」の排除)

冒 → これ うについて
、国と自治体が協力 した実効性ある対策(制 度見直し

も視野に入れた検討)
・ 客観的データに基づく生活保護基準の検証

○ 貧困/格 差の実態を総合的 ・継続的に把握するため、複数の客観的な指標

を開発する等、施策効果の検証を行 う。
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5-2.低 所 得者 対 策

(1)自 己負担

○ 社会保障 ・税に関わる番号制度の導入 ・定着を前提に、制度横断的な利用

者負担総合合算制度(仮 称)の 導入を検討する。

○ 増大する長期 ・高額医療に対応した高額療養費制度の見直しを進めるとと

もに、医療保険の担うべき機能について重点化 ・集中化を図る。

,

(2)イ 呆険*斗

○ 社会保険の基礎を強化するため、以下の施策を検討する。
・ 国民健康保険の低所得者対策の強化

・ 介護保険の低所得者対策の強化

・ 非正規労働者への厚生年金 ・健康保険の適用拡大1

(3)住 宅

○ 住 宅支援施策 につ いて、 「住 まいのセーフテ ィネ ッ ト」の確立 ・強 化の観

点 か ら検討す る。その際、少子 高齢化、.人日減少社会 といった状 況 に即 し、

既存 の住宅 ス トックの有効活用や コンパ ク トシテ ィ化 といった点 も考慮 して

いく必要が ある。

6.障 害者施策

○ 障害保健福祉に関 しては、障がい者制度改革推進本部において、制度の谷

間めない支援の提供等を内容とする 「障害者総合福祉法」(仮 称)の 平成24

年常会への国会提出、25年8月 までの施行を目指 して、検討屯

○ ・現在 の 障害保健福祉の給付費 は、平成23年 度予算で約1兆1千 億 円。特

に、 障害福祉サ ー ビス については、過去5年 間の平均で年約11%の 伸 び。

今後 、制度 の谷 間の解消、障害者が 当た り前 に地域で暮 らせる社会づ くりに

向け 、更 に障害者の地域移行 や地域生活の支援 を進める必要。

○ 障害者の所得保障や障害児支援とあわせ、こうした障害保健福祉の実施に

要する財源を安定的に確保 していくことが必要。
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Vll社 会保障改革実現に必要となる財源試算

○ 社会保障改革 に関する集中検討会議 における議論を踏まえた上 で財政試

算を行う。

○ 社会保障の持続可能性は財政の持続可能性な しには実現 し得ない。社会の

構造変化等 の状況 に含わせた社会保障分野以外の見直 しといつた点も踏ま

え、将来 に向けての社会保障の財源を検討 していく必要がある。

Ull・お わ りに

○ 以上の社会保障改革の内容は、我が国が取 り組まなければな らない課題で

ある。実際に改革を実施するに当たっては、税との一体改革の中での財政健

全化の同時達成 との関係も踏まえ、優先順位を明らかにしつつ工程表に沿っ

て取 り組んでいかなければならない。

○ また、改革の実施に当たっては、改革の時期も含め国戻的な合意が必要で

あることは言 うまで もない。
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